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第Ⅰ章　はじめに

1．収益認識における公正価値モデルの限界

　IASB/FASB が 2008 年 12 月に公表した収益認識に係るディスカッション・ペーパー（DP）

では 2 つの方法が提案されていた。1 つは対価を複数の履行義務に，相対的に独立した価格

（relative stand-alone price）をベースとして配分する「顧客対価モデル」であり，もう 1 つは履

行すべき義務を直接出口価格（direct exit price）で測定する「公正価値モデル」であった。

　後者は，顧客との契約から生まれる資産負債の認識と公正価値測定に基づいて契約時から収

益認識するアプローチであり，利益稼得プロセスに規律を与え不統一を防ぐと期待された。そ

の場合，契約時に対価を受ける権利が履行義務を上回るとき，契約資産（contract asset）と収

益を認識し，逆の場合には契約負債（contract liabilities）と損失を認識することになる。従来

の常識に照らしても素朴な直感を働かせてもこれはおかしい。収益認識の対象となる通常の財・

サービスを，その本質において契約である金融商品と同一視しているからである。金融商品で

あっても，成熟した市場で取引される商品は少ない。通常の財・サービスについては，契約の

一方の当事者が履行してはじめて他方は履行義務を認識するのであって，契約時に認識し公正

価値で測定できるような契約義務はほとんど見当たらない。永年の経験や他社事例から推定で

きないことはないが，製造・販売プロセスをスキップして，契約と同時に収益を認識するとし

ても，それはキャッシュ・インフローに直結しない収益である。契約締結によって確かに強制

力あるコミットメント（firm commitment）は生まれるが，契約上の権利・義務が生まれるから

収益が生まれるのではなく，財・サービスを提供する履行義務を果たすために必要な「稼得過

程（earning process）」を経ることによって初めて収益が生まれ，キャッシュ・インフローを受

ける権利が確実になるからである。たしかに「稼得過程」の概念は曖昧であり，それが強調さ

れると資産負債に対する配慮が欠けることも事実である。しかしながら，顧客との契約から生
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まれる履行義務を果たすことによって取消不能な対価受領権が確実になるのであるから，原因

と結果を取り違えてはならないのである。そもそも通常の現物商品やサービスの提供から生ま

れる収益（revenue）は，金融商品取引から得られる利得（gain）とは異なるから，収益認識に

は単純な形で資産負債アプローチを適用してしてはならないともいえる。

2．実現・稼得アプローチによる顧客対価モデル

　IASB/FASB が 2008 年 12 月に公表した公開草案（ED）は，直接出口方式（公正価値モデル）

を排し，対価を複数の履行義務に，相対的に独立した価格（relative stand-alone price）をベー

スとして配分する方法（顧客対価モデル）を採用している（詳しくは ED-BC29 参照）。それは対価

によって義務を測定するのであるから，醍醐（2008）が指摘するように，それは「資産負債ア

プローチ」ではなく，「実現・稼得アプローチ」に属すといえる。次に，繰延収益の負債性を

どのように説明するのかが課題となるが，繰延収益は負債の定義に忠実な負債ではなく，収益

費用対応アプローチから生まれる債務である。だからといって現実の不都合はない。資本負債

アプローチに忠実かどうかよりも，契約時に未実現収益を認識する反保守主義的な利益計上を

防ぐ方がはるかに重要である。実現・稼得アプローチの欠点を補うには，たとえば長期請負工

事契約などについては，不利な契約（onerous contracts）に陥っていないかどうかを定期的にレ

ビューすれば充分であろう（ED, par54）。

3．2 つのアプローチ比較

　上記でみてきた 2 つのアプローチは下記図表 1 のように比較対照することができる。

　ED による顧客対価モデルは，教条的な資産負債アプローチを脱し，良識的な実現・稼得ア

プローチに回帰している。ED はまた，不毛な概念論争を終えただけではなく，顧客重視など

によって，将来キャッシュ・インフローとの結びつきを高める会計処理を提案している。本稿は，

図表 1

（出所：Schipper, K. A. et al. (2009) の Table1）

ED による顧客対価モデル DP による公正価値モデル

共通点 ①ともに顧客との契約から生じる資産と負債（履行義務）をベースとする

②ともに契約資産の増加時または契約負債の減少時に認識する

相異点ⅰ
契約時ではなく，顧客満足時に資産の増加ま

たは負債の減少を認識する。顧客満足が原因，

資産負債の増減は結果である

契約時においても，資産負債の増減を認識し，

収益を認識する。

相異点ⅱ 対価を複数の履行義務に，相対的に独立した

価格をベースとして配分する

履行すべき義務を公正価値である直接出口価

格で測定する

事後測定 不利な契約の存在を定期的に見直す 出口価格の公正価値を見直し Gain または

Loss を認識する



131IFRS による新保守主義会計の構造（藤田）

収益認識に加えて，M&A 会計と連結会計における支配概念の強化に新保守主義会計の構造を

見出そうとしている。ただ，IFRS について保守主義会計を語るには，公正価値測定に触れな

いわけには行かないが，ここでは問題点の整理に止め，本格的検討はこれからの課題としたい。

第Ⅱ章　会計上の保守主義の過去と現在

1．Ethos としての保守主義

　保守主義とは誤解を招きやすい言葉である。通常は過去への郷愁とか，長年慣れ親しんでき

た事物への愛着とか，急激かつ極端な変化や未知なるものを嫌う気質といった，人間の普遍的

な心的傾向を意味する。政治的には，人間理性の限界性と人間社会の複雑性の認識に基づきな

がら，保守すべき価値を積極的かつ慎重に選択して，現存社会の秩序の枠内で，漸進的な改革

を達成しようとする，一個の近代思想である
1）
。他方，社会的に良い伝統や慣習を守るのが本来

の保守主義の意味であったはずだが，時代に合わなくなった制度を墨守することを保守的と呼

んで非難することもある。

　会計上の保守主義もその例外ではなく，論者の価値観によって様々に解釈されている。最近

の概念フレームワークでは保守主義は警戒されるか，好ましい会計情報を生む資質とは認めら

れなくなっている。しかしながら，資産負債の評価や利益算定の実務では将来の不確実性に備

える保守主義は，経営現場の責任者にとってもアカウンタントにとっても，あるいは長期的視

野をもつ投資家にとっても，無意識的にせよ実務の基本スタンスとなり，Ethos（倫理的規範と

なっている心的態度）となっている。

2．米国 FASB が嫌う保守主義会計

　わが国の企業会計原則では，過度の保守主義を戒め，真実の報告を歪めないように注意を呼

び掛けているが，保守主義は一般原則の一つである。

　他方，米国 FASB による概念ステートメント第 2 号は，継続的に純資産を過少表示する保

守主義はもはや美徳ではなく，長期的には財務報告の信頼性を損なうと断じた。

　Watts（2003）によれば，FASB が保守主義を禁止しようとしてきたのは，コンスタントか

つシステマティックに純資産を低めに表示し，一時的に恣意的に将来利益を大きく見せかける

earning management や big bath に使われてきたからであった。会計認識におけるバイアス

を排し，情報の中立性（neutrality）を達成するためであったとはいえ，FASB は保守主義が長

く生き残ってきた理由を十分理解していないと批判している。

　同氏によれば，利益認識と損失認識の根拠に係る確実性は同じではないところから，保守主

1）中澤信彦（2009）『イギリス保守主義の政治経済学』ミネルヴァ書房。
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義会計は，“利益は予想すべからず，損失はすべて予想せよ”という非対称的な処理を正当化

するが，“利益は予想すべからず”とは，信用売りにおける収益認識を否定するのではなく，「将

来キャッシュフローを予測するときの高い確実性」を求めるものである。

3．保守主義を否定する米国の会計理論

　グローバル化と金融危機以前の資本主義は，市場経済の社会性を重視する欧州大陸型と，市

場経済の論理を徹底するアングロサクソン型に分けることができた。そのために，ドイツなど

の会計思考には，債権者保護や企業の存続可能性を志向する保守主義や慎重性が目立ち，英米

の会計理論には保守主義や慎重性を嫌う傾向が目立った。

　後者を代表するヘンドリックセンによれば
2）
，保守主義会計賛成論を 3 つに整理するととも

に，3 つともバッサリ否定した。第 1 の賛成論は，経営者や株主の超楽観主義をオフセットす

るには保守主義会計が必要というもの。これに対して，慎重な過少表示はしばしば貧弱な意思

決定に結び付きやすく，過大表示と同じ結果になることが多い。第 2 は，利益の過大表示は，

過少表示に比べると，企業と株主にとって危険度が高いというが，リスクが高いかどうかは主

観的判断によるものであり，アカウンタントがやるべき仕事ではない。第 3 に，アカウンタ

ントは投資家や与信者に知らせることができるよりも多くのリスク情報をもつが，アカウンタ

ントは情報利用者がリスクを判断し易いように適切な評価のためのデータを提供すべきだ。

　以上 3 つの賛否両論を締めくくって，「保守主義会計を最上に評価しても，不確実性に対処

する会計方法として貧弱であり，最悪には会計データの完全な歪みを生む」と結論付けた。

4．LIFO と金融危機にみる米国の保守主義会計の矛盾

　資産負債アプローチによる保守主義会計では，当期においては純資産の過少表示となり，次

期以降は資産の過大評価（負債の過少評価）によって利益を大きく見せかけることになることか

ら，盛んに批判を浴びてきた。しかし，保守主義会計は衰えるどころか，最近の 30 年をとっ

てみるとむしろ盛んになっている。通常いわれる理由は，1960 年代から株主代表訴訟が増え，

健全決算を志向する経営者が増えたこと，節税マインドが旺盛なことである
3）
。

　会計理論では否定されても，棚卸資産会計における LIFO のように，保守主義はいまも米国

の実務では節税目的に盛んに使われている。LIFO は，最近の仕入商品や製品を売上原価に振

替える。最近の物価水準による販売収益を，最近の物価水準に近い仕入製造価格を見合わせ，

期間損益から物価上昇によって得られた利得（gain）を排除する。その意味では，収益費用対

応の原則には最も忠実な方法であり，米国における保守主義会計の典型例であった。しかしな

2）Hendriksen (1982) Chapter 13。

3）Watts (2003)。
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がら，LIFO 適用の結果残る在庫は，最も先に仕入れた商品であるから，期末の時価から乖離

することは避けられない。その意味で資産負債アプローチに合わない。

　2001 年に LASB が収益費用アプローチから資産負債アプローチに転換し，資産の増加（負

債の減少）をもって収益を認識し，資産の減少（負債の増加）をもって費用を認識するに至った

結果，2005 年の IAS2 号改訂により LIFO はもはや認められない選択肢となり，棚卸資産へ

の適用は FIFO と平均法のみとなった。

　他方，保守主義会計を嫌う米国税務当局（IRS）は，継続適用を前提に LIFO を認め，棚卸

資産会計基準である ARB43 号（1953）はいまだに抜本的な見直しが行われていない。

　なお，今回の米国発金融危機では，金融機関による保守主義や慎重性を忘れた財務報告が目

立った。その背景にあったのはモラルなき経営者の貪欲さであるが，過度の楽観主義をオフセッ

トするような保守主義が働いていたならばこうも酷いことにはならなかったと思われる。

5．IFRS が求める慎重性（Prudence）

　現行のフレームワーク（1989）では，保守主義（conservatism）は不確実な環境で推定し判断

する際の慎重性に置き換えられており，隠れたリザーブを生むような慎重さを排除しようとし

ている。その態度はドイツのシュマーレンバッハを連想されるところがあり，その『動的貸借

対照表論』は以下のように，「慎重の原則」については二面性の評価をしている。

1） 責任ある計算書を作らなければならない人は誰でも，不確実な利益をまず除外しておい

て，あとの計算において訂正することがないようにする，それは容易に理解できる。

2） 前の年に利益計算を慎重に行うと，次の年には利益は大きく出る。次の年に収益力を失っ

ても，引き続き収益力があるようにみえる。古い企業の歴史を見ると，到底ダメと宣告

されても，アダ花のような前に蓄えられた利益によって，陶汰されるべき時であっても，

なお拡長し存続することがある。

3） もっとも慎重の原則を控え目によく考えて用いたならば，とくに経済性を測定するとき

に，場合によっては有効であることは認めなければならない。たとえば，常に必要以上

に減価償却をすれば，容易に臨時償却をする必要に迫られないであろう。または何かの

具合で予想以上に悪化したときでも，神経を悩ますことはないであろう。（S. 111）

4） 最も良いことは，それにふさわしい意義を与え，過度に使うことは避けることである。

実際上，仕入れた原材料を，買入価格または時価のいずれか低い価格で評価する低価法

は，慎重の原則によって正当化できるのである。（S. 112）

　上記 4 点を集約すると，上記 1）と 2）では慎重の原則を否定し，3）と 4）では条件付で支

持している。“慎重な”二面性ある評価であるが，隠れ負債と呼ばれる Rueckstellung（引当金）

のバックボーンになっているようにもみえる。
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　ところが，2006 年の IASB/FASB による概念フレームワーク改善のための討議草案ではつ

いに，保守主義も慎重性も，信頼性ある財務報告に求めるべき資質でなないとして排斥された。

概念フレームワークだけでなく，個別の IFRS 会計基準にあっても，収益費用対応から資産負

債の公正価値測定に切り替わり，保守主義の余地は確実に狭まっている。

　しかしながら，IFRS を慎重にみれば，伝統的基準に比べても，実質的にはより保守的になっ

ている面がある。たとえばポイントカードやマイレージの負債計上はその一面である。

6．IFRS による開発費の資産化

　“資産と費用は遅めに認識する一方，負債と収益は早めに認識する”，“損失はすべて予想す

べきであり，利益は予想すべきではない”，これが資産負債アプローチによる保守主義の最も

分かり易い説明である。開発費の資産化は，その意味では最も反保守主義であるが，IAS38号（無

形資産）は一定の要件を満たす開発費の資産化を求めている。

　一定の要件とは，自社の技術的財務的開発力であり，開発後の成果の事業性認定である。開

発が始まった時点から一定の要件を満たすに至った時点までに発生した経費は費用処理し，一

定の要件を満たすに至った時点以降発生する費用は無形資産化する。その後，耐用年数が分か

る無形資産は償却と減損テストの対象とし，耐用年数不明の無形資産は減損の対象とする。定

期的な公正価値の見直しの結果，減損の戻し入れもできる。いずれの局面ととっても，経営者

の判断に委ねられるところがきわめて大きい。

　ドイツと同様に保守主義会計が盛んなスウェーデンのヘルマン
4）

は，開発費の資産化処理に

ついてかなり厳しい見方を示している。まず発生する開発費をすべて費用化する処理を「恒久

的保守主義」と呼ぶ一方，一定の要件を満たす開発費は資産化し，償却し減損し，または減損

の戻し入れをする処理を「一時的保守主義」と呼ぶ。後者は，会計情報の目的適合性を高める

狙いからとはいえ，将来の不確実性を偏見なしに予測し判断できるとするならば，それはナイー

ブすぎるという。たしかに，市場性が乏しい無形資産の公正価値を毎期末測定することはコス

トと時間がかかり，過度の楽観主義にも保守主義にも陥ることなく中立で客観的な予測・判断

は誰にでもできることではない。会計目的が税務にも使える利益計算ではなく，いまや投資家

に有用な企業情報を報告することを至上命題とする IFRS は，企業価値の可視化に欠かせない

のが開発費の資産化である。ところが，他方では，第Ⅱ章で扱う収益認識においても，第Ⅲ章

で扱う M&A と連結会計においても，取得原価会計のレベルを超える保守主義化が進行してい

る。

4）Hellman, N, (2008)。
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第Ⅲ章　IFRS の収益認識が保守主義化する構造

　IASB と FASB が共同開発した収益認識の共同草案（2010）は，将来キャッシュフローを確

実にする新しい保守主義会計へのガイダンスを示している。その方法は，原則主義，実態重視，

公正価値測定，資産負債アプローチなど，IFRS が備える特徴をフルに活用しながら，企業が

提供する商品と顧客から受取る対価の対応関係を明確にすることである。商品と対価を対応さ

せるのは，人間の普遍的な交換行為を巧みに捉える方法であるから，収益認識に限らず，他の

会計分野に広がる可能性がある。

1．原則主義：リスク・便益の移転や支配の移転の原則に忠実な収益認識

　米国会計基準は細則主義，IFRS は原則主義と呼ばれる。金融危機前の米国においては，細

則主義は金融資産負債をオフバランス化することを正当化し，あたかも財務体質が著しく改善

したかのように見せかけ，益出しにも使われていた。その後の米国財務会計基準審議会 FASB

と国際会計基準審議会 IASB は共同して，細則主義の弊害を原則主義会計基準の開発によって

乗り越えようとしている。原則主義は必然的に個別環境と個別企業の実態重視となり，取引事

象の経済実態重視によって支えられる。その試みが成功するかどうかは，企業人と会計監査人

が形式的ルールに依存することなく，企業と取引の実態をどこまで忠実に把握し観察できるか

に掛っている。しかも，投資判断に有用な会計情報は，過去の数字だけでなく，リスク・便益

や支配に注目し，将来キャッシュフローを予測することによって得られると信じている。

i ）収益認識「時点」の厳格化Ⅰ：販売を以て収益は実現したとみるが，販売を自社倉庫から

搬出した日とする出庫基準と，顧客の支配圏に搬入された日とする着荷基準があるが，現行

IAS18 号は入出庫のような物理的基準ではなく，商品の所有に伴なうリスク・便益の移転時

または有効支配・関与の終了時とする。リスク・便益の移転や有効支配・関与の終了は，金融

商品会計基準 IAS39 号による金融商品の認識中止要件と共通である。

　わが国では自社倉庫等からの出荷日を以て売上高を計上する出荷基準をとっている。わが国

の企業会計原則による販売基準には，とくにリスク等の移転などの実質判定規準がないため，

買手への輸送途上のリスクを顧慮することなく，売り手からの出庫時に売上を計上するのが実

務慣行となっている。実務は簡単である半面，期末に売上不足を補う手段を提供する。

　これに対して米国基準採用企業では，1999 年の SEC 通達 SAB101 号（以下，SAB101 という）

以来，相手側の倉庫等への搬入日に売上高を計上する着荷基準に変更している。すなわち，商



136 立命館経営学（第 50 巻　第 2・3 号）

品の所有に伴なうリスクが相手に移転するときであり
5）
，相手側の倉庫等へ搬入しただけでは経

済的便益を享受できない商品については，据付および稼働テスト終了日となる
6）
。

　1993 年公表の IAS18 号（revenue）は SAB101 号と同様のリスク・便益アプローチをとり，

経営関与していないことを条件としている（IAS18‐14）。それは，形式的な引渡や法的所有権

の移転ではなく，経済実態としてのリスク・便益の移転をもって収益認識することになり，入

金が確実になる時点まで遅らせることを意味する。より保守的な会計への第 1 歩である。

ii ）収益認識「時点」の厳格化Ⅱ：商品の所有にかかわる支配移転時へ統一

　2010 年 6 月公表の IASB/FASB 共同公開草案（以下“ED”という）は，IAS18 号と IAS11

号を顧客契約の観点から統一し，収益認識時点を「契約上の履行義務遂行時」へと厳格化して

いる。たとえば，請負契約の原則法は工事進行基準から工事完成基準へ変更する。

　その趣旨を表すキーワードは，資産の定義に使われる「支配」である。商品が売手の支配を

離れ，買手が商品を使用するとか転売するとかの自由裁量権を取得した時点への変更である。

わが国慣行の販売基準は売手中心にみる方法であり，ED の支配基準は買手の顧客中心にみる

方法といえよう。現行 IAS11 号（construction contracts）による請負契約の収益認識に係る原

則法は工事進行基準であるが，支配の顧客への移転時期を重視する ED は進行基準を改め，工

事完成基準を原則法とするようになる。しかし，デザイン設計段階から買手が深く関与する注

文建設にあっては，工事進行基準で役務を提供し，それに応じて返金不要の報酬を得ていると

みることもできる。

iii）Bill&Hold（請求権付き占有改定）による Bill&Hold

　通常は顧客に商品を納め込むことによって，所有権もリスクも支配も顧客へ移転するが，

ED は Bill&Hold（請求権付き占有改定）を支配移転の例外としても認めている。

　この取引では，売手は受注した商品の生産も出荷準備も終えているが，顧客側の生産スケ

ジュール遅延や収納スペース不足などから，顧客の指示するまで自社倉庫内に預かる義務を

負う。他方，商品は顧客の支配下に入り，代金請求権は発生していることから，ED では収益

認識して差し支えないとされている。（商品委託先へ商品は搬出するが，商品の支配は売手が保有し，

委託先から売抜き報告を受けるまで収益認識しない委託販売と比較すれば逆の取引である。）　しかし，

米国の SAB101 号（1999）は，買取後も預かることを依頼する顧客に確かな根拠がない限り，

未出荷であっても収益認識することに反対だった。たしかに，保管責任の所在は曖昧になりが

5）収益認識における商品の所有に係るリスク・便益の移転要件も次項ⅱ）で述べる支配の移転も，金融資産

の認識中止要件と同等である（IAS39-20）。

6）詳しくは藤田　敬司（2001）第 6 章の補論参照。
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ちである。

2．顧客契約の実態重視

i ）１つの契約を複数契約とみる収益認識Ⅰ：一括契約による値引きの配賦

　相互に関連する 3 種類の商品 a. b. c を 1 契約でカバーし，一括値引きするケースがある。

履行期間が複数年度に跨るため，割引額を商品 A,B,C に適正に配分することによって，すな

わち 1 契約を通常の取引実態からみて複数契約に分割してはじめて適切な収益認識ができる。

下記図表 2 の例では割引額 4（通貨単位）は，通常の取引実態によって商品 A&B に割振り，

A&B の実現収益は 20 ではなく 16 と認識する（ED- 例 1）。

　コンピュータ・サービス企業が顧客企業の情報システム構築を請負う場合，上記の例は参考

になる。ハードとソフトの販売に加えて，システム構築が所期の業務効率向上に役立つことを

確認できる時点まで役務を提供することを同一契約でカバーする場合，ハード・ソフトの納入

による収益実現時期と役務提供期間は複数の事業年度に跨ることから，3 商品への収益認識額

の配分が恣意的になり易い。

　しかしながら，ハードやソフトがコモディティ化した今日，サービスを含めた 3 商品を 1

契約でカバーする必要はない。契約合計額は値引きにより，3 商品の各単価の単純合計額以下

となるのが通常であり，ハードとソフトを 1 契約，役務提供を 1 契約に分割し，それぞれの

収益は契約価額にしたがって合理的に区分できる。

　形式的にまたは実質的に契約を分割して収益認識することが会計上の保守主義につながる理

由は，上記諸例から分かるように，一括契約は値引きを伴うことが多いからである。複数商品

に単価ベースで按分比例により割振ることも合理的であるが，取引実態によって配賦できれば

それに越したことはない。

ii ）１つの契約を複数契約とみる収益認識Ⅱ：返還権付販売契約の分割

　返還権付販売は商品販売と売建てプットオプションの 2 契約に分割して収益認識する。未

使用製品に限るが，一定期間内に返還権を行使すれば全額返金する条件で販売する場合，販売

時入金額 10,000 のうち，返還権相当額（3 通りの確率を加重平均して得た公正価値 300）を負債と

して認識し，残額を収益認識する。

図表 2　1 契約を複数契約とみる収益認識

商品 A 商品 B 商品 C

単品価格 9 11 20

通常の取引 16 20

契約金額 36
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　出版業界や医薬品業界などでは，返品率が高く，売れ残り商品を販売価額で引取ることを契

約していることが多い。その場合，翌期に返品される可能性が高く，かつ，その金額を合理的

に見積ることができるときに，返品調整引当金を設定する。その場合，本来の仕訳は，借方）

売上高，貸方）売上原価および返品調整引当金，とすべきであろうが，通常は売上高総利益の

みを引当金に繰入れている（森田哲弥ほか編『会計学大辞典』）。

　“返品の可能性が高いとき”，しかも“合理的に見積ることができるとき”に限定するが，他

方の IFRS では，“返品の可能性が高いとき”に限定することなく，高くないときであっても，

複数のケースを想定し，それぞれの確率を使って加重平均して割り出す。

　たとえば，100 個のうち 1 個が返品される確率は 25%，2 個が 50%，3 個が 25% であれば，

1 × 25% ＋ 2 × 50% ＋ 3 × 25% ＝ 3 であるから，3 個相当の売上高は負債へ，それ相当の

売上原価は棚卸資産へ振替える（ED- 例 3 参照）。

　確率は返還権付き販売に限らず，ED では頻繁に使われている。商品の潜在的欠陥や販売後

の修繕サービスを予想する確率，将来購入割引券を使う確率，ポイントカードを使う確率，同

一商品に売り買い同時契約におけるオプション行使の確率，取引対価の決定における顧客の代

金不払いの確率等々。

　これらの確率を使って得られる金額は，顧客からの入金額の一部を負債として認識するため

に使われるから，収益金額に少なからぬ影響を及ぼす。わが国企業では，負債といえば確定債

務やそれに近いものであり，それ以外の支払時期や金額が見積もりに依らざるを得ないものは，

別途の引当金を設定することによって対応している。すなわち，入金額は全額収益として認識

したうえで，実現した売り上げに係る将来の負担額は引当金設定によって収益費用を対応させ

ており，確率計算による収益と負債の認識は日本企業にとって新たな課題となる。

iii）複数の同時契約を 1 契約とみる収益認識

　ある資産を売る契約を締結すると同時に，同一商品を一定期間内に無条件で買戻す契約を締

結することがある。しかも，買契約が先渡し契約である場合や売手がコールオプションをもつ

場合には，買手は商品を自由に使用または処分することはできない。商品の支配は買手に移転

していないから，売手は売却時点では収益認識することはできない。

ED のパラグラフ B49 によれば，契約実態を次のようにみて処理する。

a. 買戻し金額が売り金額を下回るときは，売買同時契約は使用権の販売であり，売買差額は

売手が受取った資産使用料とみる。

b. 買戻し金額が売り金額を上回るときは，売買同時契約は 1 つのファイナンス契約であり，
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売買差額を売手が支払う金利とみる
7）
。

　上記 2 つの場合は売手がコールオプションをもつ場合である。逆に買手が同一商品を売り

戻す権利（プットオプション）をもつ場合には，商品の支配を取得している。よって売手は収益

認識できることになる（B52）。

iv ）1 契約を複数の履行義務に分割する収益認識

　1 契約自体の分割ではなく，1 契約がもつ履行義務を 2 つに分割すべき場合もある。典型例

はポイントカードやマイレージである。顧客を囲い込むために発行するコールオプションの対

価を本体商品の対価とオプション対象商品の対価に区分し，前者の引渡し時または提供時に収

益認識すべきは対価以外は負債として繰延べる。

　現行 IAS18 号は引当金方式と売上高分割方式認めているが，解釈指針 IFRIC13 号（Customer 

loyalty programs）はポイントカードの発行は独立した別個の履行義務を負う行為とみている。

わが国ではオプション行使の実績率を把握できた企業は，当初売上高を 100% 計上し，同時に

引当金を設定するが，IFRS はオプションが行使されるまでは，発行企業は，ポイントやマイ

レージの公正価値を別個の負債として認識するよう求めている。

　当初の収益額は本体商品の独立価格とオプション商品のオプション行使率を掛けた公正価値

を按分して算出する（ED- 例 26 参照）。

3．対価の公正価値測定

　IFRS の公正価値は各基準に分散されていて，いまだ統一された定義はないが，米国にルー

ツがある。SFAS157 号のヒエラルキーによれば，第 1 レベルのインプット情報は活発な市場

で成立している市場価格，第 2 レベルは類似資産負債の市場価格，第 3 レベルは観察できる

指標を利用できないときの代理情報である。まず市場参加者が考える出口価格（売り抜き価格），

企業が予測する将来キャッシュフローの現在価値などである。

　レベル 3 の公正価値は，客観的な労働価値に代わる主観価値，あらゆる交換取引で使われ

る主観価値，現代のビジネスでいえば経営者の主観価値である。それはことばで説明すること

はできても数値として測定することは難しい。メンガーは時間価値と不確実性に言及していた

が，公正価値測定を実務に使えるところまでもっていった功労者は，オーストリア学派の流れ

を受け継いだアメリカのアービング・フィッシャーであった
8）
。

7）現先取引においては金融資産を認識中止せず担保付き借入とする処理と同一の考え方によるものであろう。

ただし，譲渡された金融資産と同一または実質的に同一の金融資産を買戻すこと，固定価格または法定可能

な価格で買戻すことが条件である。

8）Fisher, I. (1996) The Nature of Capital and Income The Macmillan Company。
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i ）対価の時間価値

　延払条件付販売など代金回収期間が長期にわたる場合は，インボイス上の商品価額には回収

期間の金利が織り込まれている。インボイス金額に従って（本来の商品代金と受取利息の内訳が

あろうとなかろうとおかまいなく）売掛金と売上を計上すれば，利息部分も含めて売上を計上す

る
9）
。しかし，利息部分は事実上ファイナンス取引の対価であって商品売買取引の対価ではない。

IAS18 号は対価を通常のディスカウントレートで割引くことによって時間価値（公正価値）を

測定し，その現在価値と同額を収益認識する（par11）。

　ED は対価の時間価値測定を商品代金の延払売掛金だけでなく前受け金にも適用する（例

21，22）。たとえば，2 年延払条件付き対価 $10,000 は，顧客と年利 6% で金融取引を行うと

想定すれば，その現在価値 $8,900 が当初認識すべき収益額である。インボイス金額はあくま

でも $10,000 であるから，その差額は時間の経過に応じて計上すべき受取利息となる。金利

延払条件付き対価の時間価値に無頓着な従来の会計からみれば透明性は高い。

　他方，前受金の場合は，年利 10% で金融取引を行うと想定される顧客から商品引渡の 1 年

前に受取る対価 $8,000 の現在価値 $8,800 が認識すべき収益額となる。一見反保守的だが，

前受金の運用益を負債に振替えることによって追加負債が発生するにすぎず，保守主義につい

ては中立である。

ii ）対価の信用リスク

　公正価値会計による収益認識額は，上記から明らかになるように，引渡す商品自体の価値ま

たは提供するサービス自体の価値ではなく，交換取引によって顧客が支払う対価の公正価値で

ある。ED は対価の時間価値とともに，対価の支払いにかかる不確実性，すなわち顧客の信用

リスクも当初認識時に計算に入れようとしている。貸倒れ率 10% ありと予測される顧客につ

いては，売掛金も収益もインボイス金額の 90% とする（ED- 例 20）。売掛金発生時に包括貸倒

引当金や回収期限到来時の個別貸倒引当金ではなく，個別リスクを対価の減額という形で直接

収益に反映させる処理である。顧客の信用リスクを取引前に厳しく審査するのは商人として当

然であり回収不能の事態に早期対応することは合理的であるが，信用リスクによって価格差別

（price discrimination）が進む可能性がある。実務的には期末残高について一括見直すことにな

ろう。

9）本件に止まらず，わが国企業会計原則に従えば，顧客が Due Date 以前に支払うときの売上割引は支払利息，

仕入割引は受取利息に計上する。金利部分を売上から控除しないのは欧米基準と異なるところである。
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4．資産負債アプローチ

i ）拡大する負債概念（衡平法上の債務，推定的債務）と収益の一部繰延認識

　高柳賢三（1978）『英米法の基礎』（有斐閣）によると，衡平法上の債務の淵源は古代ローマ

法に遡る。英米におけるコモンローで培われた「衡平的解釈」は，法文の字句にとらわれない

自由なまたは人情味のある解釈を意味し，英国では国王の特権である免除権や司法的自由裁量

権に使われた。それがいまや負債概念を表す会計用語として使われている。わが国の会計基準

では負債は法的債務に偏りがちだが，それ以外の衡平法上の債務，推定的債務も負債として認

識するのが欧米基準である。

ii ）FOB 建て輸出における推定的義務

　ED は貿易取引における輸出者の履行義務について推定的債務の一例を示している。現在の

国際取引慣行では，船積み時に貨物の所有権は買手（輸入業者）に移転する。輸出者は輸出地

の港で貨物が本船のブリッジを超えた日を以て収益認識するのが実務慣行となっている。これ

に対して，船積み後の貨物の滅失・損傷に係るクレームを代替品の無償提供によって解決した

実績がある輸出者は，海上運送中のリスクについても追加的義務を負う。この場合，船積み時

点では輸出者はすべての履行義務を果たしていないことになるから，インボイス金額の全額を

収益認識してはならないことになる（重要性にもよるが）（Example13 参照）。

　これは推定的債務，衡平法上の債務の観点から理解すべきケースであると考える。顧客重視

とともに，事後的なクレーム処理よりも先を読むビジネス姿勢を生む可能性はある。

iii）「製品保証義務」履行の厳格化

　製品の引渡後に発生する不具合の補修サービス等については，わが国企業会計原則では「製

品保証等引当金」を設定することによって対応している。その補修コストは予め製品代金に織

り込まれているか顧客から別途保証サービス代金をもらうが，当初の製品販売代金は全額収益

認識した上で，別途引当金設定額と同額を費用として認識するのが普通である。

　これに対して，ED は，下記図表 3 のように，①製品の引渡時に気付かなかったがすでに潜

図表 3　売買契約における 2 つの製品保証義務（ED par.B18）

対　　象 引渡時の潜在的欠陥 事後発生欠陥

法的義務かオプションか 顧客保護のための法的義務 顧客のオプションによる有料サービス

保証期間 比較的短期（数か月） 比較的長期（数年）

本体商品との関係 一体となった義務 別途の義務

保証債務の会計処理
引渡製品に対する欠陥商品の割合によ

り収益と負債に区分する

独立販売価格ベースで対価を按分して

負債認識する
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在していた欠陥，②製品の引渡時ではなくその後に発生する故障の補修サービス等，に区分す

る。①は部分的な債務不履行とみる一方，②は独立した履行義務とみることによって対価を区

分処理する。

　ED による会計処理例は下記の通りであるが，現状処理と比較すれば，①と②のいずれにお

いても認識すべき収益は減少し負債は明らかに拡大する。

①引渡時の潜在的欠陥，引渡時に明らかでなかった欠陥（以下，瑕疵担保責任と呼ぶ）は，無償

で保証するよう法律が求めることが多く，保証期間は比較的短い。これは製品引渡義務の一

部であり，別途の履行義務ではない。よって，欠陥ある製品部分については履行義務を一部

充足していないから，追って修繕するか取り替えるまで，その部分は収益認識しない（B14

～ 15）。逆にいえば，当初引渡時に収益認識すべきは，顧客に約束した状態で引渡した部分

のみとなる。ED の例 4 によれば，引渡製品数 1000 個のうち 1% に相当する 10 個の欠陥製

品があると推定されれば，その部分に係る売上高（CU1000 ＝販売単価 CU100 × 10 個）も売

上原価（CU600 ＝棚卸資産簿価単価 CU60 × 10）も保証期間内は義務を履行するまで認識しな

い。もし期末現在において，出荷製品数のうち取替または修繕が完了していない部分があれ

ば，欠陥製品の個数を見直したうえで，取り替えるまたは補修の必要がある棚卸資産相当額

について資産認識し，もしそれが無価値であれば減損処理する。

②引渡時の欠陥ではなく，引渡後に発生する故障等に係る製品保証は，売上単価に織り込みず

みであろうが別料金を受領しようが，別途の保証サービスである。サービス期間は比較的長

期であることが多ため別個の契約に基づく履行義務として扱い，独立販売価格ベースで対価

を按分して本体製品価格と補修サービス部分に割り当てる（B17）。

　ED は上記のように，製品引渡時の潜在的欠陥についても事後発生欠陥についても，つねに

対価の一部を収益認識から除外して繰延べる処理を提案している。後者の対価は売値とは別に

受取ることが多いから，収益繰延処理は合理的である。しかし，前者の対価には義務履行にか

かる部分を織り込むことは少ないから実務上の抵抗感を生むであろう。

5．その他の実態判断を要する契約

i ）不利な契約（Onerous contracts）

　IAS37 号（引当金，偶発債務および偶発資産）は，不利な契約については引当金の設定を求め

ている（par66）。不利な契約とは，回避できないコスト（義務の履行コストまたは支払うべき違約金）

が対価を上回る契約である。

　不利な短期売買契約は，通常はペナルティなしにキャンセルできる。ところが，未履行の工

事請負契約などは，入札時以降の資材等の高騰によって，不利な契約に転化することがある。

　ED は契約義務の履行を重視し，不利な契約の取引コストを加重平均法で予測し，それが
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配賦された対価を上回る部分について，負債とそれに見合う費用認識を求めている（par55）。

ED は義務の履行コストが顧客による支配取得を請負業者の収益認識時点と考えているから，

工事進行基準を適用できるケースはしぼられるから，不利な契約に係る含み損の早期開示の必

要性が一段と高まる。

ii ）グロスかネットか：代行売上高の排除

　代行売上高の排除は，“グロスかネットか”という形で，米国 SAB101（1999）から始まっ

た課題であった。ED では”プリンシパルかエージェントか”という形で，顧客契約の契約条

件などから実態判断を求めている。形式的には契約当事者であっても，エージェントに過ぎな

いことがあるからだ。図表 4 はそれぞれの特徴を集約している（ED-B20）。

　上記図表では顧客の信用リスクを負うかどうかが一つの基準となっているが，信用リスクテ

イクを一つの履行義務とする，形式上はプリンシパルであるが，実態はエージェントにすぎな

い場合もあろう。

　わが国では，包括利益よりも当期純利益を重視し，当期純利益よりも売上高を重視する傾向

は今後とも大きく変わる気配はない。経営者もメディアも，売上高をもって業界の地位を表す

指標と考え，前期比の増減率や金額を重視するからである。したがって，循環取引等による売

上高のかさ上げが粉飾決算の筆頭になる。

　なお，わが国の商社などの売上高には，かつては自己名義契約による売上高と他社名義契約

による代行売上高が混在していた。最近では，グロス売上高を取扱高と呼んで収益と区分する

一方，売上総利益以下を重視するようになっている。短信では日本基準でグロス売上高を，米

国基準による連結財務諸表では代行契約については口銭のみを含めるネット収益を報告してい

る。契約の形式ではなく実態によってプリンシパルかエージェントか判別するのは難しい場合

があるように思われる。たとえば，図表 4 によれば，顧客の信用リスクを負えばプリンシパ

ルと分類されるが，信用リスクテイクをビジネスとし，口銭収入をリスクテイクの対価とする

エージェントも考えられる。

図表 4　プリンシパルか，エージェントか

プリンシパル エージェント

製造者，卸売業者である 製造卸売の当事者ではない

販売前の商品サービスを支配している

在庫リスクを負い，値決めする権限をもつ

他社のために，その顧客への商品サービスの提供をアレン

ジする

主たる契約義務者であり，履行責任を負う 主たる契約の履行義務はない

顧客の信用リスクを負う 他社が顧客の信用リスクを負う

顧客が払うグロス金額が収益である 口銭のみが収益である
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6．第Ⅱ章のまとめ：保守主義化する収益認識の構造

　IFRS の特徴である原則主義，実態重視，公正価値による資産負債アプローチの順で，収益

認識における保守主義化傾向を見てきた。いずれの特徴に照らしてみても，収益認識の金額や

タイミングが厳格化している。図表 5 では 5 項目に整理している。

　第 1 項「原則主義」では，収益実現基準における出荷基準から，リスク・便益の移転基準へ，

さらには顧客による支配取得基準への変化が収益認識時期を厳格化する。

　第 2 項「実態重視」では，契約の分割・併合や履行義務の分割が，履行義務の内容を厳し

くみることにより安易な益出しを防ぐ。

　第 3 項「対価の公正価値測定」では，対価から時間価値と不確実性を排除する。

　第 4 項「資産負債アプローチ」では，負債概念の拡大が輸出における推定的義務や製品保

証義務を厳格化する。

　第 5 項目「その他」では，不利な契約がはらむ損失を早期認識し，契約内容が役務提供で

あるときは契約金額ではなく口銭部分のみを収益認識する。

　以上 5 項目を総合すれば，「商品と対価の対応関係の明確化」であり，第Ⅰ章 2 項で述べた「将

来キャシュフローの確実性重視」を求めるものとなる。これが IFRS による収益認識が保守主

義化する構造である。

　第 1 章で述べたように，顧客契約による対価の一部を繰延べる負債は負債の定義に忠実で

はなく，収益費用対応アプローチから生まれる債務である。資産負債アプローチに忠実でない

からといってとくに現実の不都合があるわけではないが，あるとすれば繰延収益に対応する義

務の履行コストが対価を上回る事態に的確に対応することである。その意味では，上記図表 5

の 5（不利な契約の損失早期認識）は健全性を守る砦になる。

1：原則主義：リスク・便益の移転→支配の移転

 →収益認識の時期の厳格化

2．顧客契約の実態重視：契約の分割・併合，履行義務の分割　　

 →履行義務遂行の厳格化

3：対価の公正価値測定：対価の時間価値と不確実性（信用リスク）

 →収益認識の金額の厳格化

4．資産負債アプローチ：負債概念の拡大（法的債務＋推定的債務）

 →製品保証義務の履行重視→対価の一部は負債認識へ

5：その他→不利な契約の損失早期認識，グロスかネットか

IFRSによる収益認識が保守主義化する構造

図表 5

商
品
と
対
価
の
対
応
関
係
の
明
確
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来
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シ
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確
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性
重
視
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第Ⅳ章　M&A 会計および連結会計における保守主義

1．M&A で取得した資産負債と対価の公正価値測定による買収差額の「コアのれん」化

　わが国では，2008 年度の企業結合会計基準改訂によって持分プーリング法が廃止され，

M&A の会計処理はパーチェス法一本に絞られた。しかし，のれんについては 20 年以内の規

則的償却を続けている。のれんを規則的に償却する理由は，のれんの中身が不透明であり，超

過収益力をあらわす資産かどうか判断できないからにほかならない。

　他方，IFRS3 号（2008 年改訂）では，M&A で取得する資産（オフバランスになっている無形資

産の資産化を含む）と負債と支払対価の公正価値測定を徹底し，対価と純資産の差額を無形資産

とのれんに区分し，シナジー効果を表すコアのれんに絞り込む方向を示している。のれんの非

償却処理をもって IFRS を批判するには，その前にのれんの計算構造の違いに注目すべきであ

る。支配取得時の公正価値測定の徹底こそのれん金額のスリム化の原因である。また，M&A

によって発生したのれんは，資産の定義は満たしても，急速に資産価値を失うことが多いから，

定期的減損テストの徹底こそのれん非償却処理の前提でなければならない。このような側面を

もつ IFRS3 号については，改訂前 IFRS3 号やわが国基準と比較するとき
10）

，M&A の失敗を防

ぎ，M&A 後の企業グループ価値を維持させようとする保守主義化傾向が顕著に認められる。

2．固定資産の減損会計

　M&A で発生したのれんの非償却処理に触れるときには，IFRS による固定資産の減損会計

に触れないわけに行かない。わが国では価値が怪しいのれんを規則的に償却することなく減損

テストに委ねる IFRS の処理を不完全（本稿の文脈でいえば反保守主義的）であるという意見が強

いからである。まずわが国の固定資産減損会計基準と IAS36 号を保守主義の観点から比較す

ると，減損の戻入れを除けば，IAS36 号の方がはるかに保守主義度は高い。

　わが国の減損会計基準は，まず「減損の存在が相当程度確実な場合に限って減損損失を認識

することにすることが相当である」という。減損テストの第 1 段階では，予測される将来キャッ

シュフローの現在価値への割引前の数字を以て簿価の回収可能性を判断する。しかも予測期間

は最大 20 年または資産の耐用年数である。第 2 段階では割引現在価値と比較するが，貨幣に

時間価値を反映する利率を使う。取得原価主義の減損会計である。

　IAS36 号によれば，公正価値と簿価を比較するが，その場合の公正価値とは，とくに事情

がない限り最大 5 年間に得られると予測される将来キャッシュフローの割引現在価値，しか

も資産特有のリスク込みの利率を適用する。その後も定期的に公正価値測定を繰返し，減損の

10）詳細は，藤田敬司（2009）第 3 章および第 14 章を参照されたい。
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戻入れを認めるところに特徴がある。

　減損を戻し入れる理由としては，①将来の経済的便益が期待されないからほぼ確実に

（probable）なった以上当然である，②戻し入れは「当初取得原価マイナス償却」額が上限であ

るから収益費用アプローチに整合する，③減損は予測に基づくものであるから，予測額の修正

は，IAS8 号に従って，当期以降の損益として戻し入れるべきである，④その方が目的適合性

の高い情報を提供するという（par BCZ184）。

3．支配概念の強化による SPE の連結対象化

　細則主義の米国で 1996 年に発覚したエンロン事件では，3,500 社を超える特別目的事業体

（SPE）を通じて総資産の 50% 超をオフバランス化し，収益認識の原則を完全に無視して巨額

の架空利益を計上しながら，会計監査人は承認を与えていたことは記憶に新しい。これらの驚

くべき事実の根っこには，特別目的事業体 SPE の連結外しを正当化するために，所有割合で

も実質支配概念でも説明できない数値基準があった。

　細則主義は，実質子会社を連結からはずし，その資産負債をオフバランス化することを正当

化するために使われてきた。あたかも財務体質が著しく改善したかのように見せかけるだけで

ない。実質子会社を連結からはずす理由は，親会社の支配を受けないからであり，そこへの資

産譲渡は連結未実現利益の消去を免れ，連結決算上のキャピタルゲイン認識（益出し）も正当

化した。さらに経営者や会計監査人に「一定のルールを守っている以上，その結果について責

任を負うことはない」というお墨付きを与えた。そこで市場の健全化を狙う SOX 法（2002）は，

証券取引委員会（SEC）に原則型会計システムの採用を検討するよう求めた。

　しかし，先般の金融危機をみれば，SEC が検討した形跡がない，少なくとも何らの成果も

見られなかったことは明白である。2009 年 6 月に出た FAS166 号はさすがに QSPE という概

念を廃止した。また，FAS167 号によれば，VIE の連結の是非は，数値基準から質的基準に

代えて判断することになるという。しかしながら，VIE の活動に強い影響を及ぼす場合に限っ

て支配持分ありと査定するのであるから，その成否は予測し難い。

　ところで，2009 年 9 月にバーセルの国際決済銀行（BIS）は SPE に関する報告書を公表し

た。そこでは，SPE には法的な倒産隔離のストラクチャーが働くことによって，投資家にとっ

てはリスクを限定機能が生まれ，スポンサー（オリジネータ―）にとっては有利に資金を調達で

きる機能が生まれると指摘する一方，スポンサーは金融資産のリスクを SPE に移転し，多数

の投資家にリスクを分散しても，リスクが変容したにすぎないから，リスク管理を疎かにしな

いようにと市場参加者に呼び掛けた。IFRS の原則主義はこうした弊害を乗り越えようとして

いる。IAS27 号の解釈指針 SIC12 号は支配概念を強化し，個別環境と個別企業取引事象の実

態を重視することによって連結外しに歯止めをかけている。
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　なお，わが国では資産流動化に使われる特別目的会社の連結外しが認められてきたが，平成

23 年 3 月に ASBJ による見直しが行われた。

4．経済的単一体説による非支配株主取引は資本取引（連結ベース益出しの禁止）

　連結ベースで支配概念が強化されると，出資比率 100% 未満子会社の非支配株主も子会社株

主であることに変わりはないことになる。親会社（支配株主）と非支配株主間の持株売買取引は，

親会社支配が継続する限り，それは損益取引ではなく資本取引となる。

　次のような子会社の時価発行増資による親会社持分の増加も資本取引によるものとなり，益

出しにはつながらない。たとえば，業績好調で資金需要旺盛な子会社が額面を上回る時価で新

株を発行して増資を行う場合，親会社が全く引受けない場合はもちろんのこと，従来の持株比

率以下で増資の一部を引受ける場合でも，親会社の持株比率は低下するが，親会社の持分は増

える。下記図表 6 の設例（親会社が全く時価発行増資を引受けないケース）では，増資前に比べて

親会社の持株比率は 80% から 40% に低下する一方，親会社持分（投資価値）は新たな投資ゼ

ロにもかかわらず 160 から 200 へ増える（＋ 40）。

　このような子会社時価発行増資の結果生まれる親会社持分変動額については，連結上の利益

であるとする考え方（利益説）と，企業集団の業績とは無関係な資本取引であるとする考え方（資

本取引説）がある。

　前者は，親会社が一旦従来の持株比率で増資を引き受け，しかるのち持株の一部を時価で売

却したと考える。新連結制度はこの説による損益処理を原則法として採用している。

　後者によれば，連結 P ／ L を通すことなく，直接「連結剰余金」に加減することになるが，

わが国の連結会計原則は「持分変動差額の発生の頻度や連結 P ／ L に計上することにより，

利害関係者の判断を誤らせるおそれがあるときの例外処理」と位置付けている。

　なお，経済的単一体説に立つ SFAS161 号（2007 年 12 月）と IAS27R（2008 年 1 月）によ

れば，このような取引は親会社の支配が継続しているかぎり資本取引であり，親会社の持分

図表 6　子会社時価発行増資による親会社持分変動表

増資前 増資 増資後

純資産 200 300 500

発行済株式数 100 100 200

1 株当たり純資産 2 3 2.5

新株発行価格 ― 3 ―

親会社の持ち株数 80 0 80

親会社持株比率 80% 40%

親会社持分 160 ＋ 40 200
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が増減したからといってその持分変動額を損益認識してはならない（“no gain or loss shall be 

recognized”）。

第Ⅴ章　IFRS 批判にみる公正価値測定の問題点と対応策

1．曖昧な公正価値概念

　IFRS の公正価値（Fair Value）は様々な会計基準で定義されているが，独立した買い手と売

り手がいる市場で成立する交換価値であり，移転価格税制でいう第三者取引価格である。米

国には統一的な公正価値測定基準 SFAS157 号（2006）があり，そこでは「市場参加者間で行

われる秩序ある取引において，資産を売るときに受取るはずの金額または負債を移転すると

きに支払うはずの金額」と定義されている。また，市場参加者間で行われる秩序ある取引と

は交換取引（Exchange）であり，資産を売るときに受取る金額または負債を移転するときに支

払う金額とは，入口ではなく出口価格（Exit Price）である。また，最善の市場（Highest& Best 

Market）で行われるものと仮定する。市場参加者による最高・最善の使用を仮定する公正価値は，

資産保有者による使用価値（in-use）であっても，他の市場参加者による使用価値であっても，

単独使用であってもグループ使用であってもよい。したがって，使用価値であっても交換価値

（in-exchange）であってもよい。

　ところが，先般の金融危機以来，公正価値測定の基盤であった市場と市場価格の信頼性が揺

らいでいる。そもそも完全市場は存在せず，あるのは不完全市場であり，売手の限界価格は買

手の源河価格を超え，両者は容易に一致しないからである。公正であるべき公正価値は，限ら

れた情報に基づいて想定される価値にすぎず，曖昧な概念と評価される
11）

。

　わが国においても，公正価値概念は次のように批判されている。

　第 1 に，レベル 1 は完全市場があることを想定している。その場合の公正価値は「価値」

ではなく，実は「市場価格」である。「市場価格」は，往々にして実態価値を離れ，投機価格

になり易い。とくにバブル期と金融危機直後の市場価格は異常だった。そのような異常価格を

もってフェア・バリューというのは幻想である。

　第 2 に，一部の金融資産や不動産や国際相場商品を除けば，そのような完全市場は少ない。

あるのは，できるだけ高い価格を望も売り手と，できるだけ安い価格を望む買い手による相対

取引または不完全市場である。したがって，レベル 2 以下では，多数の市場参加者が取引す

ればこういう価格が成り立つであろうと仮定するほかない。レベル 3 では，評価技術を使え

というが，ブラック・ショールズ・モデルを使うにしても，インプット項目のうちボラティリ

ティ（たとえば株価の将来変動幅の標準偏差値を年率換算したもの）はトレーダーの期待値にすぎな

11）Schmidt, M. (2009) Fair Value: Your Value or Mine? An Observation on the Ambiguity of the Fair 
Value Notion Illustrated by the Credit Crunch Accounting in Europe Vol. 6。
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いといわれる。将来キャッシュフローの割引現在価値を求めるにしても，予測そのものが主観

に左右され易く，割引率が変われば現在価値も大きく変わる。過去の取引実績による取得原価

と違い，将来を読むキャッシュフロー予測は不確実性が高く，主観に左右されれば利益操作が

やり易くなる。

　第 3 は，公正価値測定の対象には無形資産も含まれる。米国の M&A 会計基準は，使用する

しないにかかわらず，“最高・最善の使用”を想定して価値測定するよう奨めている。交換価

値であるはずの公正価値はここでは使用価値にすり替えられている。交換価値を把握するのが

いかに難しいかを物語っている。最高・最善の使用価値は，企業特有の使用価値ではなく，最

も有能な経営者であれば，このように使用して価値を最大化するであろうと想定するほかない。

2．公正価値の問題点への対応策

　本章 1 項で述べたように，公正価値には 3 つのあいまいさがある。会計以前の市場秩序の

あり方にかかわるところが大きく，深くは立ち入ることは困難であるが，まず IFRS そのもの

にどのような対応策がとっているか，次いで企業レベル考えられる対応策の順序で検討して行

きたい。

　第 1 に，IFRS は全面的な資産負債の公正価値測定を志向するといわれるが，金融資産につ

いてはその保有目的に応じて，原価，償却原価，公正価値の選択を認めている。評価差額につ

いては当期純利益（以下 PL という）とその他包括利益（以下 OCI という）の選択も認めている。

成熟した相場がある資産負債もそう多くないことから，原価（または発生額）と公正価値の混

合型に止まる。固定資産については，有形資産も無形資産も，資産種別によって原価モデルと

再評価モデルの選択ができる。再評価モデルを選択した場合の評価益は，OCI または PL で認

識済み損失の戻し入れ，評価損は PL または OCI として認識済み利益の戻し入れという非対

称処理を認めている。

　第 2 に，IFRS は公正価値測定の方法と結果の双方を定期的に見直すことによって対応する。

当初測定と事後測定はワンセットであり，各所で測定方法と測定結果の見直しを求めている。

第Ⅲ章の 3 項「固定資産の減損会計」でみたように，将来予測を見直し修正することは当然

と考えるのが IFRS であり，見積もりの変更や誤謬の修正処理については IAS8 号がある。の

れんを除けば，減損の修正も認めるのが IFRS の特徴である。それでも防ぎきれない見積もり

の不確実性については注記で開示することになっている。

　このような将来予測結果をレビューする柔軟さは，公正価値会計に対する不安を打ち消す最

大の特質であるが，このレビュー手続きは濫用されると利益操作になる。それだけに各企業で

ルール化することが必須となる。しかし，資産化した開発費に減損のように，淡々と修正すれ

ば済む場合もあるが，M&A における企業価値や無形資産価値の見積りにおいては，一旦過大
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に見積もると相手があることであり，取り返しのつかない損失につながる場合がある。そのお

それが現実になるのは，意識的に悪用される場合だけではない。経営者を管理者型と企業家型

に分けると，後者の経営者は，過去にとらわれず，将来を楽観的にみる傾向が強い。創造的破

壊を経済発展の原動力であり
12）

，明るい将来展望なしに経営革新はないから，企業家型経営者

は貴重であるが，過度に楽観的な将来展望は公正価値測定を歪める。ここにガバナンスの難し

さがある。

　第 3 は，市場での交換価値が不明な資産については企業特有の使用価値を以て公正価値とせ

ざるを得ない場合の問題である。IFRS は，「企業特有のインプットはできるだけ使わず，市

場情報のインプット増やすよう求めている（IAS39-48A）」。上記 6 項では，「使用価値と交換価

値は別々に説明することもできるが，統一的に使わなければ，ビジネスにも会計にも使えない」

と述べたが，企業内の使用価値は，そこから生まれる製品の市場での交換価値を予測すること

によって測定すべきである。ちなみに，稲盛和夫氏は，その著『実学―経営と会計』の最後で

次のように述べている。

「価格は市場が決めるものである」という大前提に立って進めていかなければなりませ

ん。製造現場をコストセンター化することは，製造の現場を市場から切り離し，現場に

市場の現実感覚を失わせ，そのやる気を阻害してしまうことになるわけです。

　公正価値としての交換価値は販売部門だけの関心事に止まってはならない，使用価値を最大

化する製造現場も市場価値を意識しなければならないというのが上記の稲盛哲学である。これ

は，「生産財の価値は，それによって産出される消費財の予想価値によって決まる」というカー

ル・メンガーの主観価値論とも一致する
13）

。いずれにせよ，企業レベルでは，急激な市場変動

に備えた体制を整備し，商品の内容についての自己責任による精査，ポジション管理，リスク

ヘッジを着実に行うほかない。

第Ⅵ章　おわりに

　企業にとって収益は，売上高など本業の儲けを示す最も重要な経営指標である。また，損益

計算書のボトムラインである当期純利益を重視する傾向が高まっているが，その金額はトップ

ラインの収益規模によって左右される。収益は不正会計の温床でもある。新聞報道等による不

正会計の3大原因は，売上高の水増し，実体の乏しい資産の計上，SPEを使う連結はずしである。

12）トーマス・マクロウ（2010）。

13）カール・メンガー （1998）第 2 章の高次財はそれに対応する低次財が財としての性質をもつことを前提と

しているという法則。
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売上高を水増しする常套手段は，商品を動かすことなく伝票操作だけで売上高をかさ上げする

循環取引および売上の前倒し計上である。循環取引はもっぱら意図的に行われるが，売上の前

倒し計上は，取引実態に合わなくなった会計慣行や会計基準の不備によることも多い。

　わが国の企業会計原則による売上高計上基準が最も注目するのはモノやカネの動きであり，

その点ではきわめて分かり易い。商品の引渡しや役務提供という一つの視点にこだわらず，現

金回収が確実になる時点で割賦基準を認めるなど，原理原則にこだわらない柔軟さに富む。そ

れはまた，税務基準とも一致し，IFRS 採用後も個別財務諸表は引続き日本基準でという思惑

に連なる。顧客の支払能力に配慮する割賦基準は，現金回収が確実になる時点での収益認識を

認めるものであるから，その点では保守的である。

　ところが，会計上の長所は短所に通じることが多い。商品の引渡しや提供という形式基準に

よる収益認識に拘泥するあまり，商品の所有に伴うリスク・便益や支配が売手から買手への移っ

たかどうかを度外視し，取引の実態を軽視しがちになる。リスク・便益や支配の移転によって

判断する場合，委託販売や試用販売では，商品の所有に係るリスクは引渡後も売手に残り，売

り手はいつでも他に転売できる，すなわち支配している。したがって，これらは特殊販売でも

何でもない，当然の会計処理である。割賦基準にかぎらず，わが国の会計原則会計は，マネー

の時間価値を度外視する。掛売りを前提とする売上高には，金利が明示的にまたは黙示的に加

算されているはずだが，金利部分を分離することなく，売上高の一部とする。予約販売におけ

る受取予約金を，契約上の義務を履行するまで負債に計上するのは，特殊でも何でもなく，こ

れまた当然の話にすぎない。予約販売をことさら特殊というから，契約手付金やアップ・フロ

ント・フィーなどを入金時に利益とみて憚らない風潮を生む。取引実態の軽視は，契約内容と

顧客が支払う対価との関係を無視しがちになる。その結果，ポイント発行の目的は販売促進に

ほかならないが，メイン商品の引渡時に契約金額全額を収益認識し，ポイント行使時に発生す

る費用については引当金を設定する。しかし，ポイントはグリコのおまけではなくなっている。

そろそろ見直さなければならないときだ。最大の問題点は，モノやカネの動きに注目していて

は取引の経済実態にマッチしないことである。モノやカネの動きだけでは収益を認識してはな

らないケースが増えている。デパート・スーパー・コンビニ等で取引される日用品はじめ，企

業対個人取引においては依然としてモノサービスの受渡しによる販売基準・役務提供基準が十

分機能している。しかし，企業間取引においては，技術の急速な進歩や競争の激化より，商品

サービスの差異化が進み，顧客重視が強まることによって，契約条件の複雑化が進んでいる。

　IFRS は，固定的会計原則ではなく，柔軟に変化する会計原則である。また，過去の取得原

価よりも，将来予測による公正価値を重視する会計であり，収益費用のフロー数量よりも，資

産負債のストック価値を重視する会計である。原理的には，フロー重視が保守的で，ストック

重視は反保守的であるとはいえない。逆が真であることは充分考えられる。
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　本稿では，伝統的な取得原価会計のレベルを超える保守主義化が進行していることを，第Ⅲ

章は収益認識について，第Ⅳ章では M&A 会計，減損会計，連結会計について明らかにしてき

た。資産負債アプローチをとる IFRS は，対価や資産負債の公正価値を通じて収益費用の慎重

な認識を求めている。そこで最大の課題となるのは，第Ⅴ章で検討したように，ゆるぎなき公

正価値測定が可能かどうかである。その課題は，コーポレート・ガバナンスや会計倫理抜きに

議論することは困難であり，後日の課題としたい。
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